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(57)【要約】
【課題】
　透析患者が、人工透析の治療を受ける際に、透析患者
のシャント音を常時測定し、血圧低下時およびシャント
部位の異常、あるいは体調の異常時に、異常状態送信部
が、各種のアラームを発生させることのできるシャント
音の監視システムおよびシャント音の監視方法を得る。
【解決手段】
　センサー２と、センサー用アンプ２と、電気信号積分
器３と、シャント音強度モニター計４とが順次接続され
て構成される透析患者用のシャント音の監視システム１
００であって、
　前記センサー１は、透析患者の腕の部位に保持されて
おり、
　前記シャント音強度モニター計４は、データ演算部４
１、データ記憶部４２、データ表示４５部、データ判定
部４３、異常状態送信部４４とで構成されたシャント音
の監視システム。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
センサーと、センサー用アンプと、電気信号積分器と、シャント音強度モニター計とが順
次接続されて構成される透析患者用のシャント音の監視システムであって、
　前記センサーは、透析患者の腕の部位に保持されており、
　前記シャント音強度モニター計は、データ演算部、データ記憶部、データ表示部、デー
タ判定部、異常状態送信部とで構成されていることを特徴とするシャント音の監視システ
ム。
【請求項２】
センサーと、センサー用アンプと、電気信号積分器と、シャント音強度モニター計とが順
次接続されて構成される透析患者用のシャント音の監視システムであって、
　前記センサーは、透析患者の腕の部位に保持されており、
　前記シャント音強度モニター計は、データ演算部、データ記憶部、データ判定部、異常
状態送信部とで構成されていることを特徴とするシャント音の監視システム。
【請求項３】
センサーと、透析患者用プローブガーゼと、センサー用アンプと、電気信号積分器と、シ
ャント音強度モニター計とが順次接続されて構成される透析患者用のシャント音の監視シ
ステムであって、
　前記透析患者用プローブガーゼは、生体接触ガーゼと、センサー接着用両面テープとが
積層され、前記生体接触ガーゼと、センサ接着用両面テープとを貫通して、中央部分に中
空穴が開けられた構成であり、
　前記センサーは、前記透析患者用プローブガーゼの中空穴を介して透析患者の腕の部位
に保持されており、
　前記シャント音強度モニター計は、データ演算部、データ記憶部、データ表示部、デー
タ判定部、異常状態送信部とで構成されていることを特徴とするシャント音の監視システ
ム。
【請求項４】
センサーと、透析患者用プローブガーゼと、センサー用アンプと、電気信号積分器と、シ
ャント音強度モニター計とが順次接続されて構成される透析患者用のシャント音の監視シ
ステムであって、
　前記透析患者用プローブガーゼは、生体接触ガーゼと、センサー接着用両面テープとが
積層され、前記生体接触ガーゼと、センサ接着用両面テープとを貫通して、中央部分に中
空穴が開けられた構成であり、
　前記センサーは、前記透析患者用プローブガーゼの中空穴を介して透析患者の腕の部位
に保持されており、
　前記シャント音強度モニター計は、データ演算部、データ記憶部、データ判定部、異常
状態送信部とで構成されていることを特徴とするシャント音の監視システム。
【請求項５】
前記異常状態送信部は、音の発生、光の発生、あるいは振動の発生を行う、あるいは携帯
端末への伝達を行うことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項記載のシャント音の
監視システム。
【請求項６】
前記電気信号積分器とデータ表示部が一体であることを特徴とする請求項１または３に記
載のシャント音の監視システム。
【請求項７】
前記電気信号積分器には、０．１秒以下の間隔にてサンプリングされたシャント音が入力
されることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項記載のシャント音の監視システム
。
【請求項８】
前記シャント音強度モニター計のデータ演算部でのシャント音強度の検出において、
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　前記データ演算部で演算された平均シャント音の強度が、６０ｄＢ～７０ｄＢの範囲に
ある場合、
　前記データ判定部が、透析患者の最低血圧が異常であると判断して、前記異常状態送信
部を作動させることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項記載のシャント音の監視
システム。
【請求項９】
　前記シャント音強度モニター計のデータ演算部でのシャント音強度の検出において、
　前記データ演算部で演算された平均シャント音の強度の１０分、あたりの低下が、５ｄ
Ｂ～５０ｄＢの範囲にある場合、
　前記データ判定部が、透析患者の血圧が異常傾向にあると判断して、前記異常状態送信
部を作動させることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項記載のシャント音の監視
システム。
【請求項１０】
　前記シャント音強度モニター計のデータ演算部でのシャント音強度の検出において、
　前記シャント音強度モニター計のデータ演算部で演算された平均シャント音が、１０ｄ
Ｂ以下の場合は、前記データ判定部が、透析患者のシャント部の狭窄と判断して、前記異
常状態送信部を作動させることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項記載のシャン
ト音の監視システム。
【請求項１１】
　前記シャント音の監視システムにおいて、前記シャント音強度モニター計のデータ演算
部で演算されたシャント音強度の周波数スペクトルが、８００Ｈｚ以上の周波数範囲にシ
ャント音の強度のピークを持つ場合は、前記データ判定部が、透析患者のシャント部結合
部およびその周辺の血管近傍において、狭窄が起こる前兆として判断し、前記異常状態送
信部を作動させることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項記載のシャント音の監
視システム。
【請求項１２】
　前記シャント音の監視システムにおいて、前記シャント音強度モニター計のデータ演算
部で演算されたシャント音の間に、５秒以上の断続を検出した場合は、前記データ判定部
が、透析患者のシャント部結合部およびその周辺の血管近傍において、狭窄が起こる前兆
として判断し、前記異常状態送信部を作動させることを特徴とする請求項１乃至４のいず
れか１項記載のシャント音の監視システム。
【請求項１３】
　センサーと、センサー用アンプと、電気信号積分器と、シャント音強度モニター計とを
順次接続して構成する透析患者用のシャント音の監視方法であって、
　前記センサーを、透析患者の腕の部位に保持し、
　前記シャント音強度モニター計を、データ演算部、データ記憶部、データ表示部、デー
タ判定部、異常状態送信部とで構成することを特徴とするシャント音の監視方法。
【請求項１４】
　センサーと、センサー用アンプと、電気信号積分器と、シャント音強度モニター計とを
順次接続して構成する透析患者用のシャント音の監視方法であって、
　前記センサーを、透析患者の腕の部位に保持し、
　前記シャント音強度モニター計を、データ演算部、データ記憶部、データ判定部、異常
状態送信部とで構成することを特徴とするシャント音の監視方法。
【請求項１５】
　センサーと、透析患者用プローブガーゼと、センサー用アンプと、電気信号積分器と、
シャント音強度モニター計とを順次接続して構成する透析患者用のシャント音の監視方法
であって、
　前記透析患者用プローブガーゼを、生体接触ガーゼと、センサー接着用両面テープとが
積層され、前記生体接触ガーゼと、センサ接着用両面テープとを貫通して、中央部分に中
空穴が開けられた構成とし、
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　前記センサーを、前記透析患者用プローブガーゼの中空穴を介して透析患者の腕の部位
に保持し、
　前記シャント音強度モニター計を、データ演算部、データ記憶部、データ表示部、デー
タ判定部、異常状態送信部とで構成することを特徴とするシャント音の監視方法。
【請求項１６】
　センサーと、透析患者用プローブガーゼと、センサー用アンプと、電気信号積分器と、
シャント音強度モニター計とを順次接続して構成する透析患者用のシャント音の監視方法
であって、
　前記透析患者用プローブガーゼを、生体接触ガーゼと、センサー接着用両面テープとが
積層され、前記生体接触ガーゼと、センサ接着用両面テープとを貫通して、中央部分に中
空穴が開けられた構成とし、
　前記センサーを、前記透析患者用プローブガーゼの中空穴を介して透析患者の腕の部位
に保持し、
　前記シャント音強度モニター計を、データ演算部、データ記憶部、データ判定部、異常
状態送信部とで構成することを特徴とするシャント音の監視方法。
【請求項１７】
　前記異常状態送信部は、音の発生、光の発生、あるいは振動の発生、あるいは光の発生
、あるいは携帯端末への伝達を行うことを特徴とする請求項１３乃至１６のいずれか１項
記載のシャント音の監視方法。
【請求項１８】
　前記電気信号積分器とデータ表示部とを一体とすることを特徴とする請求項１３または
１６に記載のシャント音の監視方法。
【請求項１９】
　前記電気信号積分器には、０．１秒以下の間隔にてサンプリングされたシャント音を入
力することを特徴とする請求項１３乃至１７のいずれか１項記載のシャント音の監視方法
。
【請求項２０】
　前記シャント音強度モニター計のデータ演算部でのシャント音強度の検出において、
　前記データ演算部で演算された平均シャント音の強度が、６０ｄＢ～７０ｄＢの範囲に
ある場合、
　前記データ判定部が、透析患者の最低血圧が異常であると判断して、前記異常状態送信
部を作動させることを特徴とする請求項１３乃至１７のいずれか１項記載のシャント音の
監視方法。
【請求項２１】
　前記シャント音強度モニター計のデータ演算部でのシャント音強度の検出において、
　前記データ演算部で演算された平均シャント音の強度の１０分、あたりの低下が、５ｄ
Ｂ～５０ｄＢの範囲にある場合、
　前記データ判定部が、透析患者の血圧が異常傾向にあると判断して、前記異常状態送信
部を作動させることを特徴とする請求項１３乃至１７のいずれか１項記載のシャント音の
監視方法。
【請求項２２】
　前記シャント音強度モニター計のデータ演算部でのシャント音強度の検出において、
　前記シャント音強度モニター計のデータ演算部で演算された平均シャント音が、１０ｄ
Ｂ以下の場合は、前記データ判定部が、透析患者のシャント部の狭窄と判断して、前記異
常状態送信部を作動させることを特徴とする請求項１３乃至１７のいずれか１項記載のシ
ャント音の監視方法。
【請求項２３】
　前記シャント音の監視システムにおいて、前記シャント音強度モニター計のデータ演算
部で演算されたシャント音強度の周波数スペクトルが、８００Ｈｚ以上の周波数範囲にシ
ャント音の強度のピークを持つ場合は、前記データ判定部が、透析患者のシャント部結合
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部およびその周辺の血管近傍において、狭窄が起こる前兆として判断し、前記異常状態送
信部を作動させることを特徴とする請求項１３乃至１７のいずれか１項記載のシャント音
の監視方法。
【請求項２４】
　前記シャント音の監視システムにおいて、前記シャント音強度モニター計のデータ演算
部で演算されたシャント音の間に、５秒以上の断続を検出した場合は、前記データ判定部
が、透析患者のシャント部結合部およびその周辺の血管近傍において、狭窄が起こる前兆
として判断し、前記異常状態送信部を作動させることを特徴とする請求項１３乃至１７の
いずれか１項記載のシャント音の監視方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透析患者が、人工透析を行う場合に、常時、血圧を監視し、血圧低下時およ
び異常時に、異常状態送信部が、各種のアラームを発生させることのできるシャント音の
監視システムおよびシャント音の監視方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のシャント音の監視システムは、特許文献１にて開示されている。特許文献１には
、シャント形成部位に近接されて配置されたマイクロフォンから信号を得て、検出器の判
断回路にて警報を発生することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－１１５５４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載されたシャント音の監視システムには、以下の問題点があった。
　透析患者の血圧低下については、マイクロフォンの信号から検出器の判断回路にて警報
を発生するが、警報の形が、ブザーのみであって、警報が、必ずしも、正確に伝達されな
いことがあった。また、マイクロフィンが、患者の腕に装着されるが、長時間にわたって
、安定に保持されることが困難であった。
【０００５】
　本発明の課題は、透析患者が、人工透析の治療を受ける際に、透析患者のシャント音を
常時測定し、血圧低下の異常、あるいはシャント部位の異常、あるいは体調の異常を検知
し、
　シャント音の監視システム内の異常状態送信部が、各種のアラームを発生させることの
できるシャント音の監視システムおよびシャント音の監視方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のシャント音の監視システムは、センサーと、センサー用アンプと、電気信号積
分器と、シャント音強度モニター計とが順次接続されて構成される透析患者用のシャント
音の監視システムであって、前記センサーは、透析患者の腕の部位に保持されており、前
記シャント音強度モニター計は、データ演算部、データ記憶部、データ表示部、データ判
定部、異常状態送信部とで構成されていることを特徴とする。
　また、本発明のシャント音の監視システムは、センサーと、センサー用アンプと、電気
信号積分器と、シャント音強度モニター計とが順次接続されて構成される透析患者用のシ
ャント音の監視システムであって、前記センサーは、透析患者の腕の部位に保持されてお
り、
　前記シャント音強度モニター計は、データ演算部、データ記憶部、データ判定部、異常
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状態送信部とで構成されていることを特徴とする。
【０００７】
　本発明のシャント音の監視システムは、センサーと、透析患者用プローブガーゼと、セ
ンサー用アンプと、電気信号積分器と、シャント音強度モニター計とが順次接続されて構
成される透析患者用のシャント音の監視システムであって、前記透析患者用プローブガー
ゼは、生体接触ガーゼと、センサー接着用両面テープとが積層され、前記生体接触ガーゼ
と、センサ接着用両面テープとを貫通して、中央部分に中空穴が開けられた構成であり、
前記センサーは、前記透析患者用プローブガーゼの中空穴を介して透析患者の腕の部位に
保持されており、前記シャント音強度モニター計は、データ演算部、データ記憶部、デー
タ表示部、データ判定部、異常状態送信部とで構成されていることを特徴とする。
　また、本発明のシャント音の監視システムは、センサーと、透析患者用プローブガーゼ
と、センサー用アンプと、電気信号積分器と、シャント音強度モニター計とが順次接続さ
れて構成される透析患者用のシャント音の監視システムであって、前記透析患者用プロー
ブガーゼは、生体接触ガーゼと、センサー接着用両面テープとが積層され、前記生体接触
ガーゼと、センサ接着用両面テープとを貫通して、中央部分に中空穴が開けられた構成で
あり、前記センサーは、前記透析患者用プローブガーゼの中空穴を介して透析患者の腕の
部位に保持されており、前記シャント音強度モニター計は、データ演算部、データ記憶部
、データ判定部、異常状態送信部とで構成されていることを特徴とする。
【０００８】
　ここで、前記シャント音の監視システムにおいて、前記異常状態送信部は、音の発生、
光の発生、あるいは振動の発生を行う、あるいは携帯端末への伝達を行うことを特徴とす
る。
　また、前記シャント音の監視システムにおいて、前記電気信号積分器とデータ表示部が
一体であることを特徴とする。
　また、前記シャント音の監視システムにおいて、前記電気信号積分器には、０．１秒以
下の間隔にてサンプリングされたシャント音が入力されることを特徴とする。
【０００９】
　ここで、前記シャント音強度モニター計のデータ演算部でのシャント音強度の検出にお
いて、前記データ演算部で演算された平均シャント音の強度が、６０ｄＢ～７０ｄＢの範
囲にある場合、前記データ判定部が、透析患者の血圧の最低血圧が下限限界より低く、異
常であると判断して、前記異常状態送信部を作動させることを特徴とする。
　また、前記シャント音強度モニター計のデータ演算部でのシャント音強度の検出におい
て、
　前記データ演算部で演算された平均シャント音の強度の１０分、あたりの低下が、５ｄ
Ｂ～５０ｄＢの範囲にある場合、前記データ判定部が、透析患者の血圧の最低血圧が下限
限界に向かう傾向にあると判断して、前記異常状態送信部を作動させることを特徴とする
。
　また、前記シャント音の監視システムにおいて、前記シャント音強度モニター計のデー
タ演算部で演算された平均シャント音が、１０ｄＢ以下の場合は、前記データ判定部が、
透析患者のシャント部が狭窄を起こしていると判断して、前記異常状態送信部を作動させ
ることを特徴とする。
【００１０】
　また、前記シャント音の監視システムにおいて、前記シャント音強度モニター計のデー
タ演算部で演算されたシャント音強度の周波数スペクトルが、８００Ｈｚ以上の周波数範
囲にシャント音の強度のピークを持つ場合は、前記データ判定部が、透析患者のシャント
部結合部およびその周辺の血管近傍において、狭窄が起こる前兆として判断し、前記異常
状態送信部を作動させることを特徴とする。
　更に、前記シャント音の監視システムにおいて、前記シャント音強度モニター計のデー
タ演算部で演算されたシャント音の間に、５秒以上の断続を検出した場合は、前記データ
判定部が、透析患者のシャント部結合部およびその周辺の血管近傍において、狭窄が起こ
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る前兆として判断し、前記異常状態送信部を作動させることを特徴とする。
【００１１】
　本発明のシャント音の監視方法は、センサーと、センサー用アンプと、電気信号積分器
と、シャント音強度モニター計とを順次接続して構成する透析患者用のシャント音の監視
方法であって、前記センサーを、透析患者の腕の部位に保持し、前記シャント音強度モニ
ター計を、データ演算部、データ記憶部、データ表示部、データ判定部、異常状態送信部
とで構成することを特徴とする。
　本発明のシャント音の監視方法は、センサーと、センサー用アンプと、電気信号積分器
と、シャント音強度モニター計とを順次接続して構成する透析患者用のシャント音の監視
方法であって、前記センサーを、透析患者の腕の部位に保持し、前記シャント音強度モニ
ター計を、データ演算部、データ記憶部、データ判定部、異常状態送信部とで構成するこ
とを特徴とする。
【００１２】
　本発明のシャント音の監視方法は、センサーと、透析患者用プローブガーゼと、センサ
ー用アンプと、電気信号積分器と、シャント音強度モニター計とを順次接続して構成する
透析患者用のシャント音の監視方法であって、前記透析患者用プローブガーゼを、生体接
触ガーゼと、センサー接着用両面テープとが積層され、前記生体接触ガーゼと、センサ接
着用両面テープとを貫通して、中央部分に中空穴が開けられた構成とし、前記センサーを
、前記透析患者用プローブガーゼの中空穴を介して透析患者の腕の部位に保持し、前記シ
ャント音強度モニター計を、データ演算部、データ記憶部、データ表示部、データ判定部
、異常状態送信部とで構成することを特徴とする。
　本発明のシャント音の監視方法は、センサーと、透析患者用プローブガーゼと、センサ
ー用アンプと、電気信号積分器と、シャント音強度モニター計とを順次接続して構成する
透析患者用のシャント音の監視方法であって、前記透析患者用プローブガーゼを、生体接
触ガーゼと、センサー接着用両面テープとが積層され、前記生体接触ガーゼと、センサ接
着用両面テープとを貫通して、中央部分に中空穴が開けられた構成とし、前記センサーを
、前記透析患者用プローブガーゼの中空穴を介して透析患者の腕の部位に保持し、前記シ
ャント音強度モニター計を、データ演算部、データ記憶部、データ判定部、異常状態送信
部とで構成することを特徴とする。
【００１３】
　ここで、前記シャント音の監視方法において、前記異常状態送信部は、音の発生、光の
発生、あるいは振動の発生を行う、あるいは携帯端末への伝達を行うことを特徴とする。
　また、前記シャント音の監視方法において、前記電気信号積分器とデータ表示部とを一
体とすることを特徴とする。
　また、前記シャント音の監視方法において、前記電気信号積分器には、０．１秒以下の
間隔にてサンプリングされたシャント音を入力することを特徴とする。
【００１４】
　ここで、前記シャント音の監視方法で、前記シャント音強度モニター計のデータ演算部
でのシャント音強度の検出において、前記データ演算部で演算された平均シャント音の強
度が、６０ｄＢ～７０ｄＢの範囲にある場合、前記データ判定部が、透析患者の最低血圧
が異常であると判断して、前記異常状態送信部を作動させることを特徴とする。
　ここで、前記シャント音の監視方法で、前記シャント音強度モニター計のデータ演算部
でのシャント音強度の検出において、前記データ演算部で演算された平均シャント音の強
度の１０分、あたりの低下が、５ｄＢ～５０ｄＢの範囲にある場合、前記データ判定部が
、透析患者の血圧が異常傾向にあると判断して、前記異常状態送信部を作動させることを
特徴とする。
　ここで、前記シャント音の監視方法で、前記シャント音強度モニター計のデータ演算部
でのシャント音強度の検出において、前記シャント音強度モニター計のデータ演算部で演
算された平均シャント音が、１０ｄＢ以下の場合は、前記データ判定部が、透析患者のシ
ャント部の狭窄と判断して、前記異常状態送信部を作動させることを特徴とする。
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【００１５】
　ここで、前記シャント音の監視方法において、前記シャント音強度モニター計のデータ
演算部で演算されたシャント音強度の周波数スペクトルが、８００Ｈｚ以上の周波数範囲
にシャント音の強度のピークを持つ場合は、前記データ判定部が、透析患者のシャント部
結合部およびその周辺の血管近傍において、狭窄が起こる前兆として判断し、前記異常状
態送信部を作動させることを特徴とする。
　更に、前記シャント音の監視方法において、前記シャント音強度モニター計のデータ演
算部で演算されたシャント音の間に、５秒以上の断続を検出した場合は、前記データ判定
部が、透析患者のシャント部結合部およびその周辺の血管近傍において、狭窄が起こる前
兆として判断し、前記異常状態送信部を作動させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、透析患者が、人工透析の治療を受ける際に、透析患者のシャント音を
常時測定し、血圧低下の異常、あるいはシャント部位の異常、あるいは体調の異常を検知
し、シャント音の監視システム内の異常状態送信部が、各種の形体のアラームを発生させ
ることができるシャント音の監視システムおよびシャント音の監視方法を提供できる。
【００１７】
　請求項１から請求項５に係るシャント音の監視システムによれば、異常状態送信部が、
音の発生、光の発生、あるいは振動の発生を行う、あるいは携帯端末への伝達を行い、各
種のアラーム形体を選択することが可能である。また、ことを特徴とする請求項１乃至４
のいずれか１項記載のシャント音の監視システム。透析患者用プローブガーゼを使用する
ので、センサーを安定に、透析患者の腕に固定することができ、また、安定に患者のシャ
ント音を取ることができる。
【００１８】
　請求項８から請求項１１に係るシャント音の監視システムによれば、シャント音強度、
あるいは、シャント音強度の時間経過、あるいは、シャント音の周波数特性、あるいはシ
ャント音の断続特性によって、患者の異常を検知し、きめの細かい、患者の病状の監視が
可能となった。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態１よるシャント音の監視システムのブロック図である。
【図２】図１でのシャント音強度モニター計の第１例のブロック図である。
【図３】図１でのシャント音強度モニター計の第２例のブロック図である。
【図４】透析患者の血圧と、シャント音強度との関係を示すデータである。
【図５】透析患者のシャント音強度の時間経過のデータである。
【図６】透析患者のシャント音のスペクトル分析データである。
【図７】本発明にて使用される透析患者用プローブガーゼの外観図である。図７（ａ）は
、透析患者用プローブガーゼの平面図であり、図７（ｂ）は、図７（ａ）でのＡＡ断面図
である。
【図８】本発明に使用される透析患者用プローブガーゼ１００の中空穴７に、センサー１
の先端部分を装着して、透析患者の腕９に固定した状態の説明図である。図８（a）は、
センサー１の先端部分にセンサーゴム汚染防止用抗菌防水フイルム５５を貼り付けた状態
の図であり、図８（ｂ）は、生体接触ガーゼ５の剥離紙部分５４を剥がして、透析患者用
プローブガーゼ２００を透析患者の腕９へ接着した状態の図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１よるシャント音の監視システム１００の説明図である。
　図１にて、シャント音の監視システム１００は、センサー１と、センサー用アンプ２と
、電気信号積分器３と、シャント音強度モニター計４とが順次接続されて構成されている
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。
　ここで、センサー１は、透析患者のシャント部の近傍に固定されている。
　図２は、図１に示したシャント音強度モニター計の第１例のブロック図である。
　シャント音強度モニター計４は、データ演算部４１、データ記憶部４２、データ表示部
４５、データ判定部４３、異常状態送信部４４とで構成されている。
【００２１】
　センサー１からの信号は、センサー用アンプ２によって増幅され、電気信号積分器３に
よって増幅された信号が、積分される。
　電気信号積分器３からの積分された信号は、シャント音強度モニター計４のデータ演算
部４１に入って演算され、演算結果は、データ記憶部４２にて記憶されると共に、データ
判定部４３に入力されて、あらかじめ設定された閾値条件によって、判定される。
　データ判定部４３での判定にて、透析患者の状態が、異常状態と判定されると、異常状
態送信部４４が、外部に対して、音の発生、光の発生、あるいは振動の発生を行う、ある
いは携帯端末への伝達を行うことを特徴とする。
【００２２】
　ここで、前記の音の発生、光の発生、振動の発生は、病棟内での音の発生、光の発生、
振動の発生でも良いし、あるいは、看護婦の詰め所、あるいは、病院の監視室での音の発
生、光の発生、振動の発生でも良い。また、携帯端末への伝達については、専属の担当医
師、あるいは、看護婦の携帯端末に患者の異常状態を知らせる。
【００２３】
　データ判定部４３が、判定する項目は、シャント音強度の絶対値、あるいは、シャント
音強度の時間変化、あるいはシャント音強度の周波数スペクトルの形、あるいはシャント
音の断続である。
　具体的には、前記シャント音強度モニター計のデータ演算部でのシャント音強度の検出
において、前記データ演算部で演算された平均シャント音の強度が、６０ｄＢ～７０ｄＢ
の範囲にある場合、前記データ判定部が、透析患者の最低血圧が異常であると判断して、
前記異常状態送信部を作動させる。
【００２４】
　また、前記データ演算部で演算された平均シャント音の強度の１０分、あたりの低下が
、５ｄＢ～５０ｄＢの範囲にある場合、前記データ判定部が、透析患者の血圧が異常傾向
にあると判断して、前記異常状態送信部を作動させる。
　あるいは、前記データ演算部で演算された平均シャント音が、１０ｄＢ以下の場合は、
前記データ判定部が、透析患者のシャント部の狭窄と判断して、前記異常状態送信部を作
動させる。
　または、前記シャント音強度モニター計のデータ演算部で演算されたシャント音強度の
周波数スペクトルが、８００Ｈｚ以上の周波数範囲にシャント音の強度のピークを持つ場
合は、前記データ判定部が、透析患者のシャント部結合部およびその周辺の血管近傍にお
いて、狭窄が起こる前兆として判断し、前記異常状態送信部を作動させる。
　更に、前記データ演算部で演算されたシャント音の間に、５秒以上の断続を検出した場
合は、前記データ判定部が、透析患者のシャント部結合部およびその周辺の血管近傍にお
いて、狭窄が起こる前兆として判断し、前記異常状態送信部を作動させる。
【００２５】
　このように、シャント音強度の絶対値を検出することによって、透析患者の血圧での、
最低血圧が、正常範囲よりも低いことを検出できる。また、シャント音強度の時間変化を
検出することによって、透析患者の血圧が、低い方向へ、向かっていることを予測できる
。
　更に、演算されたシャント音強度の周波数スペクトル形でのピークを示す周波数域の検
出によって、透析患者のシャント部位の異常を検出できる。
【００２６】
　なお、シャント音強度モニター計４のデータ表示部４５は、通常は、シャント音強度モ
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ニター計４と一体となっており、特にシャント音強度の時間変化を表示できるし、あるい
はその他のデータ、例えばシャント音強度の周波数スペクトル形も表示できる。
　その他の場合として、データ表示部４５が、前記シャント音強度モニター計４から独立
して配置され、特に電気信号積分器３と一体化されてデータ表示部４５が配置される場合
がある。この場合、前記電気信号積分器３を透析患者の腕に装着すれば、患者自身が、デ
ータ表示部４５の内容を見ることが可能となる。
【００２７】
　前記電気信号積分器の信号のサンプリングに関して、本発明では、０．１秒以下の間隔
にてサンプリングすることができる。このように０．１秒以下の間隔にてサンプリングす
ると、データ表示部４５でのシャント音の波形が、鮮明に表示される。
　（実施の形態２）
【００２８】
　本発明の実施の形態２よるシャント音の監視システムについて説明する。
監視システム１００については、先の実施の形態１の図１と同一である。
　但し、シャント音強度モニター計が実施の形態１とは異なる。図３は、図１でのシャン
ト音強度モニター計の第２例のブロック図である。本実施の形態２では、前記シャント音
強度モニター計４は、データ演算部４１、データ記憶部４２、データ判定部４３、異常状
態送信部４４とで構成されている。本実施の形体２では、データ表示部は、保有していな
い。
【００２９】
　センサー１からの信号は、センサー用アンプ２によって増幅され、電気信号積分器３に
よって増幅された信号が、積分される。電気信号積分器３からの積分された信号は、シャ
ント音強度モニター計４のデータ演算部４１に入って演算され、演算結果は、データ記憶
部４２にて記憶されると共に、データ判定部４３に入力されて、あらかじめ設定された閾
値条件によって、判定される。データ判定部４３での判定にて、透析患者の状態が、異常
状態と判定されると、異常状態送信部４４が、外部に対して、音の発生、光の発生、ある
いは振動の発生を行う、あるいは携帯端末への伝達を行うことを特徴とする。
【００３０】
　ここで、前記の音の発生、光の発生、振動の発生は、病棟内での音の発生、光の発生、
振動の発生でも良いし、あるいは、看護婦の詰め所、あるいは、病院の監視室での音の発
生、光の発生、振動の発生でも良い。また、携帯端末への伝達については、専属の担当医
師、あるいは、看護婦の携帯端末に患者の異常状態を知らせる。
　データ判定部４３が、判定する項目は、シャント音強度の絶対値、あるいは、シャント
音強度の時間変化、あるいはシャント音強度の周波数スペクトルの形、あるいはシャント
音の断続であり、先の実施の形態１の場合と、同様である。
　（実施の形態３）
【００３１】
　本発明の実施の形態３よるシャント音の監視システムについて説明する。
　図１は、本発明の実施の形態３よるシャント音の監視システム１００の説明図である。
　図１にて、シャント音の監視システム１００は、センサー１と、センサー用アンプ２と
、電気信号積分器３と、シャント音強度モニター計４とが順次接続されて構成されている
。
　ここで、センサー１は、透析患者用プローブガーゼにて、透析患者の腕に固定されてい
る。
　図７は、実施の形態３にて使用される透析患者用プローブガーゼの外観図である。
　図７（ａ）は、透析患者用プローブガーゼの平面図であり、図７（ｂ）は、図７（ａ）
でのＡＡ断面図である。
　図７の透析患者用プローブガーゼ２００は、生体接触ガーゼ５にセンサー接着用両面テ
ープ６が接着され、中央部分に中空穴７が開けられた構造である。
　ここで、前記生体接触ガーゼ５は、粘着部分５１と、ガーゼ部分５２と、アルミ箔部分
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５３と、剥離紙部分５４が積層されて構成されている。
　ここで、ガーゼ部分５２は、通常の綿を材質としている。またセンサー接着用両面テー
プ６は、その材質を、ポリエチレン樹脂としている。
【００３２】
　図８は、実施の形態３に使用される透析患者用プローブガーゼ１００の中空穴７に、セ
ンサー１の先端部分を装着して、透析患者の腕９に固定した状態の説明図である。図８（
a）は、センサー１の先端部分にセンサーゴム汚染防止用抗菌防水フイルム５５を貼り付
けた状態の図であり、図８（ｂ）は、生体接触ガーゼ５の剥離紙部分５４を剥がして、透
析患者用プローブガーゼ２００を透析患者の腕１０へ接着した状態の図である。このよう
に透析患者用プローブガーゼ２００を使用することによって、センサー１を安定して、透
析患者の腕９に固定することができ、確実に、透析患者のシャント音を測定することがで
きる。
【００３３】
　患者からのシャント音は、センサー１によって、電気信号へ変換され、信号線９を介し
て、センサー用アンプ（図１に図示している）に接続される。なお、生体接触ガーゼ５の
アルミ箔部分５３は、透析患者の腕９の皮膚に密着し、センサー１の周辺部分の皮膚の電
位を均一にする作用があって、センサー１が、安定して、シャント音を収集することに寄
与している。
【００３４】
　センサー１からの信号は、センサー用アンプ２によって増幅され、電気信号積分器３に
よって増幅された信号が、積分される。
　電気信号積分器３からの積分された信号は、シャント音強度モニター計４のデータ演算
部４１に入って演算され、演算結果は、データ記憶部４２にて記憶されると共に、データ
判定部４３に入力されて、あらかじめ設定された閾値条件によって、判定される。
　データ判定部４３での判定にて、透析患者の状態が、異常状態と判定されると、異常状
態送信部４４が、外部に対して、音の発生、光の発生、あるいは振動の発生を行う、ある
いは携帯端末への伝達を行うことを特徴とする。
【００３５】
　ここで、前記の音の発生、光の発生、振動の発生は、病棟内での音の発生、光の発生、
振動の発生でも良いし、あるいは、看護婦の詰め所、あるいは、病院の監視室での音の発
生、光の発生、振動の発生でも良い。また、携帯端末への伝達については、専属の担当医
師、あるいは、看護婦の携帯端末に患者の異常状態を知らせる。
【００３６】
　データ判定部４３が、判定する項目は、シャント音強度の絶対値、あるいは、シャント
音強度の時間変化、あるいはシャント音強度の周波数スペクトルの形、あるいはシャント
音の断続である。
　具体的には、前記シャント音強度モニター計のデータ演算部でのシャント音強度の検出
において、前記データ演算部で演算された平均シャント音の強度が、６０ｄＢ～７０ｄＢ
の範囲にある場合、前記データ判定部が、透析患者の最低血圧が異常であると判断して、
前記異常状態送信部を作動させる。
【００３７】
　また、前記データ演算部で演算された平均シャント音の強度の１０分、あたりの低下が
、５ｄＢ～５０ｄＢの範囲にある場合、前記データ判定部が、透析患者の血圧が異常傾向
にあると判断して、前記異常状態送信部を作動させる。
　あるいは、前記データ演算部で演算された平均シャント音が、１０ｄＢ以下の場合は、
前記データ判定部が、透析患者のシャント部の狭窄と判断して、前記異常状態送信部を作
動させる。
　または、前記シャント音強度モニター計のデータ演算部で演算されたシャント音強度の
周波数スペクトルが、８００Ｈｚ以上の周波数範囲にシャント音の強度のピークを持つ場
合は、前記データ判定部が、透析患者のシャント部結合部およびその周辺の血管近傍にお
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いて、狭窄が起こる前兆として判断し、前記異常状態送信部を作動させる。
　更に、前記データ演算部で演算されたシャント音の間に、５秒以上の断続を検出した場
合は、前記データ判定部が、透析患者のシャント部結合部およびその周辺の血管近傍にお
いて、狭窄が起こる前兆として判断し、前記異常状態送信部を作動させる。
【００３８】
　このように、シャント音強度の絶対値を検出することによって、透析患者の血圧での、
最低血圧が、正常範囲よりも低いことを検出できる。また、シャント音強度の時間変化を
検出することによって、透析患者の血圧が、低い方向へ、向かっていることを予測できる
。
　更に、演算されたシャント音強度の周波数スペクトル形でのピークを示す周波数域の検
出によって、透析患者のシャント部位の異常を検出できる。
【００３９】
　なお、シャント音強度モニター計４のデータ表示部４５は、通常は、シャント音強度モ
ニター計４と一体となっており、特にシャント音強度の時間変化を表示できるし、あるい
はその他のデータ、例えばシャント音強度の周波数スペクトル形も表示できる。
　その他の場合として、データ表示部４５が、前記シャント音強度モニター計４から独立
して配置され、特に電気信号積分器３と一体化されてデータ表示部４５が配置される場合
がある。この場合、前記電気信号積分器３を透析患者の腕に装着すれば、患者自身が、デ
ータ表示部４５の内容を見ることが可能となる。
【００４０】
　前記電気信号積分器の信号のサンプリングに関して、本発明では、０．１秒以下の間隔
にてサンプリングすることができる。このように０．１秒以下の間隔にてサンプリングす
ると、データ表示部４５でのシャント音の波形が、鮮明に表示される。
（実施例１）
【００４１】
　図４は、本発明のシャント音の監視システムにて測定された、透析患者の血圧と、シャ
ント音強度との関係を示すデータである。患者Ａは、血圧が５０以下となる場合があり、
この場合のシャント音の強度は、約６５ｄＢとなり、シャント音強度は、異常範囲にある
。一方、患者Ｂは、血圧は、正常である。シャント音強度モニター計のデータ判定部が、
患者Ａに関して、異常と検知して、異常状態送信部を作動させ、異常状態送信部は、音の
発生、光の発生、あるいは振動の発生を行う、あるいは携帯端末への伝達を行う。
（実施例２）
【００４２】
　図５は、透析患者のシャント音強度の時間経過のデータである。患者Ｄについては、経
過時間６０分後から、シャント音強度の急激な低下が見られ、１２０分経過後には、異常
範囲６０ｄＢから７０ｄＢの範囲に入っている。このように、シャント音の低下の程度を
検知することにより、透析患者の血圧の低下を予測することができる。一方、患者Ｃは、
正常である。
　シャント音強度モニター計のデータ判定部が、患者Ｄに関して、異常を予測して、異常
状態送信部を作動させ、異常状態送信部は、音の発生、光の発生、あるいは振動の発生を
行う、あるいは携帯端末への伝達を行う。
（実施例３）
【００４３】
　図６は、透析患者のシャント音のスペクトル分析データである。患者Ｆについては、シ
ャント音強度の山が、８００Ｈｚ以上の領域にあり、これは、シャント部位での、血管が
狭くなっていることを表しており、シャント音強度モニター計のデータ判定部が、患者Ｄ
に関して、異常を予測して、異常状態送信部を作動させ、異常状態送信部は、音の発生、
光の発生、あるいは振動の発生を行う、あるいは携帯端末への伝達を行う。
　一方、患者Ｅに関しては、シャント音の山が２００Ｈｚから５００Ｈｚの領域にあり、
正常である。
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【符号の説明】
【００４４】
　　１　センサー
　　２　センサー用アンプ
　　３　電気信号積分器
　　４　シャント音強度モニター計
　４１　データ演算部
　４２　データ記憶部
　４３　データ判定部
　４４　異常状態送信部
　４５　表示部
２００　透析患者用プローブガーゼ
　　５　生体接触ガーゼ
　５１　粘着テープ部分
　５２　ガーゼ部分
　５３　アルミ箔部分
　５４　剥離紙部分
　５５　センサーゴム汚染防止用抗菌防水フイルム
　　６　センサー接着用両面テープ
　　７　センサー設置用中空穴
　　８　両面テープ用剥離紙
　　９　信号線
　１０　透析患者の腕

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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